
■
課
長
級

▽
会
計
管
理
者
兼
会
計
課
長
○
長

山
宣
弘
▽
教
育
委
員
会
事
務
局
教

育
次
長
兼
学
校
教
育
課
長
○
益
子

勝
▽
総
務
課
長
薄
井
裕
▽
企
画
財

政
課
長
大
金
佳
宣
▽
商
工
観
光
課

長
荒
井
進
▽
上
下
水
道
課
長
手
塚

孝
則
▽
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯

学
習
課
長
桑
野
豊
夫
▽
支
所
管
理

課
長
兼
支
所
住
民
生
活
課
長
菊
地

英
夫
▽
健
康
福
祉
課
主
幹
兼
課
長

補
佐
（
調
整
担
当
）
兼
児
童
福
祉

係
長
○
小
室
定
子
▽
商
工
観
光
課

主
幹
兼
課
長
補
佐
（
調
整
担
当
） 

兼
観
光
係
長
・
観
光
セ
ン
タ
ー
担

当
小
室
金
代
志
▽
学
校
教
育
課
主

幹
兼
小
川
幼
稚
園
長
○
田
代
幸
江

▽
支
所
住
民
生
活
課
主
幹
兼
課
長

補
佐
兼
戸
籍
住
民
係
長
谷
田
伊
代

▽
支
所
健
康
福
祉
課
主
幹
兼
課
長

補
佐
兼
社
会
福
祉
係
長
鈴
木
芳
夫

■
課
長
補
佐
級

Ｃ
Ｔ
Ｂ
放
送
セ
ン
タ
ー
室
長
補
佐

○
後
藤
良
一
▽
税
務
課
長
補
佐

（
調
整
担
当
）
兼
住
民
税
係
長
川

俣
勇
也
▽
大
山
田
保
育
園
長
（
課

長
補
佐
）
小
川
俊
介
▽
健
康
福
祉

課
長
補
佐
兼
馬
頭
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
所
長
星
聡
▽
馬
頭
健
康
管
理

セ
ン
タ
ー
所
長
補
佐
（
主
任
保
健

師
）
○
菊
池
園
江
▽
建
設
課
長
補

佐
兼
管
理
係
長
鈴
木
勝
徳
▽
高
度

情
報
化
推
進
室
長
補
佐
齋
藤
三
男

▽
商
工
観
光
課
長
補
佐
兼
商
工
係

長
郡
司
正
幸
▽
上
下
水
道
課
長
補

佐
（
水
道
担
当
）
小
泉
千
幸
▽
上

下
水
道
課
長
補
佐
兼
水
道
係
長
○

大
金
清
▽
会
計
課
長
補
佐
川
崎
輝

▽
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育

課
長
補
佐
（
調
整
担
当
・
総
務
担

当
）
薄
井
健
一
▽
教
育
委
員
会
事

務
局
生
涯
学
習
課
長
補
佐
（
ス

ポ
ー
ツ
振
興
担
当
）
塚
原
三
喜
男

▽
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習

課
長
補
佐
（
調
整
担
当
・
文
化
振

興
担
当
）
小
祝
邦
之
▽
教
育
委
員

会
事
務
局
生
涯
学
習
課
長
補
佐
兼

文
化
振
興
係
長
稲
沢
正
広
▽
教
育

委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
長
補

佐
兼
馬
頭
広
重
美
術
館
事
務
長
○

星
敏
明
▽
支
所
住
民
生
活
課
長
補

佐
兼
管
理
収
税
係
長
兼
課
税
係
長

田
所
明
▽
支
所
健
康
福
祉
課
長
補

佐
兼
高
齢
福
祉
係
長
兼
児
童
福
祉

係
長
上
杉
里
子
▽
議
会
事
務
局
長

補
佐
兼
議
事
係
長
佐
藤
英
夫
▽
議

会
事
務
局
長
補
佐
兼
庶
務
係
長
○

大
金
ハ
ツ
イ
▽
議
会
事
務
局
併
任

増
子
定
徳　

■
係
長
級

総
務
課
人
事
秘
書
係
付
係
長
岩
村

房
行
▽
総
務
課
消
防
交
通
係
長
高

林
伸
栄
▽
企
画
財
政
課
財
政
係
長

益
子
雅
浩
▽
税
務
課
管
理
収
税
係

長
坂
尾
一
美
▽
税
務
課
資
産
税
係

長
藤
田
善
久
▽
住
民
生
活
課
保
険

年
金
係
付
係
長
小
松
悦
子
▽
住
民

生
活
課
生
活
環
境
係
長
星
貢
一
▽

健
康
福
祉
課
社
会
福
祉
係
長
薄
井

亮
▽
建
設
課
管
理
係
付
係
長
岡
多

恵
子
▽
農
林
振
興
課
農
林
整
備
係

付
係
長
○
屋
代
真
一
▽
高
度
情
報

化
推
進
室
係
長
田
代
喜
好
▽
高
度

情
報
化
推
進
室
付
係
長
吉
住
二
郎

▽
商
工
観
光
課
観
光
係
付
係
長
小

高
誠
一
▽
上
下
水
道
課
業
務
係
付

係
長
菊
池
政
広
▽
教
育
委
員
会
事

務
局
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
長

大
森
新
一
▽
馬
頭
中
学
校
主
任
司

書
高
林
和
枝
▽
小
川
中
学
校
主
任

司
書
兼
小
川
小
学
校
主
任
司
書
鈴

木
ひ
ろ
子
▽
馬
頭
図
書
館
主
任
司

書
縣
千
恵
子

■
主
査
級

総
務
課
主
査
藤
田
寿
彦
▽
総
務
課

主
査
鈴
木
浩
史
▽
企
画
財
政
課
主

査
○
永
森
強
▽
企
画
財
政
課
主
査

杉
本
篤
▽
企
画
財
政
課
主
査
高
野

曜
路
▽
Ｃ
Ｔ
Ｂ
放
送
セ
ン
タ
ー
主

査
星
善
浩
▽
税
務
課
主
査
石
井
里

子
▽
税
務
課
主
査
齋
藤
収
▽
健
康

福
祉
課
主
査
豊
田
博
之
▽
健
康
福

祉
課
主
査
星
裕
之
▽
農
林
振
興
課

主
査
齋
藤
貴
之
▽
教
育
委
員
会
事

務
局
生
涯
学
習
課
主
査
大
金
典
彦

▽
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習

課
主
査
ケ
ビ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー

ン
▽
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学

習
課
主
査
（
馬
頭
図
書
館
）
友
田

哲
也
▽
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校

教
育
課
主
査
（
馬
頭
東
中
学
校
）

屋
代
正
子
▽
議
会
事
務
局
併
任
金

子
洋
子

■
主
事
級

Ｃ
Ｔ
Ｂ
放
送
セ
ン
タ
ー
主
事
○
笹

沼
正
嗣
▽
住
民
生
活
課
主
事
○
岩

村
美
智
子
▽
健
康
福
祉
課
主
事（
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
久
保
田

理
津
子
▽
建
設
課
主
事
田
代
敏
樹

▽
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習

課
主
事
小
高
博
史

■
保
育
士

馬
頭
中
央
保
育
園
主
任
保
育
士
奈

良
か
よ
子
▽
大
内
保
育
園
主
任
保

育
士
小
幡
典
子
▽
大
内
保
育
園
主

任
保
育
士
○
薄
井
隆
子
▽
大
山
田

保
育
園
主
任
保
育
士
菊
池
幸
子
▽

馬
頭
北
保
育
園
主
任
保
育
士
大
金

浩
子
▽
小
川
第
１
保
育
園
主
任
保

育
士
平
山
好
子
▽
小
川
第
２
保
育

園
主
任
保
育
士
高
橋
和
子
▽
小
川

第
３
保
育
園
主
任
保
育
士
佐
藤
泰

子
▽
小
川
第
１
保
育
園
保
育
士
伊

藤
由
紀
子

■
保
健
師
・
看
護
師

健
康
福
祉
課
高
齢
福
祉
係
主
任
保

健
師（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

網
野
幸
恵
▽
健
康
福
祉
課
高
齢
福

祉
係
主
任
保
健
師
（
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
）
益
子
利
枝
▽
健
康

福
祉
課
高
齢
福
祉
係
看
護
師
（
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
小
山
田

智
子

■
技
能
労
務
職

小
川
第
１
保
育
園
主
任
調
理
員
○

鈴
木
里
子
▽
小
川
小
学
校
主
任
事

務
員
○
塩
原
都
▽
薬
利
小
学
校
主

任
事
務
員
○
永
森
裕
美
子
▽
馬
頭

中
学
校
主
任
事
務
員
菊
池
一
彦
▽

大
山
田
小
学
校
主
任
事
務
員
兼
馬

頭
東
中
学
校
主
任
事
務
員
長
山
利

子
▽
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
員

阿
久
津
久
子
▽
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
調
理
員
田
所
悦
子
▽
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
調
理
員
川
那
子
和
枝
▽

小
川
南
小
学
校
事
務
員
薗
部
栄
子

▽
小
川
中
学
校
事
務
員
平
野
や
い

子■
派
遣

南
那
須
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合

派
遣
（
総
務
課
付
課
長
）
高
野
正

▽
栃
木
県
協
働
徴
収
組
織
派
遣（
税

務
課
付
主
査
）
橋
本
秀
一
▽
栃
木

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
派

遣
（
住
民
生
活
課
付
主
査
）
佐
藤

武
▽
栃
木
県
総
合
政
策
部
市
町
村

課
派
遣
（
総
務
課
付
主
事
）
露
久

保
諭

職
員
人
事
異
動

（
４
月
１
日
付
）
○
は
昇
任
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■
退
職
者
（
３
月
31
日
付
）

総
務
課
長
菊
池
藤
一
▽
健
康
福
祉

課
主
幹
兼
大
山
田
保
育
園
長
松
崎

有
美
子
▽
馬
頭
北
保
育
園
主
任
保

育
士
神
岡
恵
津
子
▽
小
川
幼
稚
園

主
任
教
諭
小
高
惠
子
▽
馬
頭
中
学

校
主
任
事
務
員
戸
部
正
子
▽
健
武

小
学
校
主
任
事
務
員
佐
藤
フ
キ
▽

馬
頭
東
中
学
校
主
任
事
務
員
荒
井

智
子新

規
採
用
職
員
紹
介

天
沼
久
恵
（
馬
頭
中
央
保
育
園

保
育
士
）

　

明
る
く
、元
気
を
モ
ッ
ト
ー
に
、

子
ど
も
た
ち
が
毎
日
楽
し
く
保
育

園
に
来
ら
れ
る
よ
う
な
保
育
士
を

目
指
し
て
が
ん
ば
り
た
い
で
す
。

早
く
「
中
央
保
育
園
の
先
生
」
と

し
て
地
域
に
な
じ
ん
で
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

加
藤
剛
史
（
小
川
第
１
保
育
園

保
育
士
）

　

今
ま
で
学
ん
だ
絵
や
趣
味
を
通

し
て
、
子
ど
も
た
ち
と
楽
し
く

様
々
な
体
験
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
を
通
し
、
人
々
と
の
出
会

い
や
関
わ
り
を
大
切
に
し
て
い
き

た
い
で
す
。
精
一
杯
が
ん
ば
り
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

高
瀬　

弘
（
小
川
幼
稚
園
教
諭
）

　

私
の
モ
ッ
ト
ー
は
、
子
ど
も
た

ち
に
負
け
な
い
く
ら
い
の
元
気
さ

を
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
。「
子

ど
も
の
心
」
を
理
解
し
た
上
で
、

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
最
大
限
に

活
か
し
、
子
ど
も
た
ち
全
員
が
、

毎
日
を
楽
し
く
、
充
実
し
て
過
ご

せ
る
よ
う
に
寄
り
添
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

医
療
費
助
成
制
度
が

　
　
　
　

変
わ
り
ま
す

　

障
害
者
や
子
育
て
家
庭
等
の
利

用
者
が
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け

ら
れ
る
仕
組
み
を
維
持
し
て
い
け

る
よ
う
、
平
成
19
年
４
月
診
療
分

か
ら
医
療
費
助
成
制
度
が
改
正
に

な
り
ま
す
。

改
正
す
る
医
療
費
助
成
制
度

妊
産
婦
医
療
費
助
成
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度改
正
内
容

○
入
院
時
食
事
療
養
費
の
助
成
は

　

な
く
な
り
ま
す
。

※
こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
で
は

こ
れ
ま
で
ど
お
り
助
成
対
象
と
な

り
ま
す
。

○
医
療
機
関
ご
と
に
月
５
０
０
円

　

の
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。
た

　

だ
し
、
薬
局
（
院
外
処
方
も
含

　

む
）
分
は
自
己
負
担
が
あ
り
ま

　

せ
ん
。

※
自
己
負
担
は
町
が
助
成
す
る
と

き
に
申
請
額
か
ら
控
除
い
た
し
ま

す
の
で
、
医
療
機
関
等
の
窓
口
で

の
支
払
い
は
従
来
ど
お
り
で
す
。

※
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

制
度
の
対
象
者
で
、
対
象
者
本
人

と
同
じ
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
全
員
が
低
所
得
（
町
民
税

世
帯
非
課
税
者
相
当
）
の
方
は
、

５
０
０
円
の
自
己
負
担
が
免
除
さ

れ
る
制
度
（
助
成
の
特
例
）
が
あ

り
ま
す
の
で
、
役
場
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

健
康
福
祉
課

☎
０
２
８
７―

92―

１
１
１
９

出
産
育
児
一
時
金
の
受
取

代
理
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

受
取
代
理
制
度
と
は
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、
出

産
前
に
医
療
機
関
と
の
合
意
に
よ

り
事
前
に
申
請
が
あ
れ
ば
、
出
産

育
児
一
時
金
（
35
万
円
）
を
国
民

健
康
保
険
か
ら
被
保
険
者
に
代

わ
っ
て
医
療
機
関
に
直
接
支
払
う

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、
今

ま
で
退
院
時
に
出
産
費
用
の
全
額

を
医
療
機
関
へ
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
35
万
円

を
超
え
た
分
を
支
払
え
ば
よ
い
こ

と
に
な
り
、
出
産
時
の
経
済
的
な

負
担
が
軽
く
な
り
ま
す
。

○
出
産
費
用
が
35
万
円
を
超
え
た

場
合
は
、
被
保
険
者
は
超
え
た
金

額
だ
け
を
医
療
機
関
に
支
払
い
ま

す
。

○
出
産
費
用
が
35
万
円
未
満
の
場

合
は
、そ
の
差
額
を
被
保
険
者（
世

帯
主
）の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

対
象　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
て
、
出
産
予
定
日
ま
で
１
か

月
以
内
の
方
で
国
民
健
康
保
険
税

の
滞
納
の
な
い
方

問
い
合
わ
せ　

住
民
生
活
課
保
険

年
金
係　

☎
92―

１
１
１
２

高
額
療
養
費
の
支
給
方
法

　
　
　

 

が
変
わ
り
ま
す

　

70
歳
未
満
の
方
が
入
院
し
た
と

き
、３
月
ま
で
は
自
己
負
担
分（
医

療
費
の
３
割
ま
た
は
２
割
）
を
全

額
負
担
し
た
後
か
ら
申
請
す
る
こ

と
に
よ
り
、
高
額
療
養
費
と
し
て

支
給
さ
れ
ま
し
た
が
、
４
月
か
ら

は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医

療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
入

院
時
の
窓
口
で
の
支
払
い
が
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

　

医
療
機
関
に
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
を
提
示
し
な
か
っ
た
場
合

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
方
法
と

な
り
ま
す
。

対
象　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
て
、
入
院
中
か
入
院
が
決

ま
っ
て
い
る
70
歳
未
満
で
国
民
健

康
保
険
税
の
滞
納
の
な
い
方

申
請
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
証
と
印
鑑

問
い
合
わ
せ　

住
民
生
活
課
保
険

年
金
係　

☎
92―

１
１
１
２

19 広報なかがわ　平成19年４月10日


